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はじめに

　山形県では、令和 3年 3月に「第 3次山形県循環

型社会形成推進計画」を策定しました。

　この計画は、廃棄物処理法の都道府県廃棄物処理

計画のほか、食品ロス削減推進法の都道府県食品ロ

ス削減推進計画、海岸漂着物処理推進法の都道府県

海岸漂着物対策推進地域計画としても位置付け、

「（1）全国一ごみの少ない県を目指して」、「（2）リ

サイクル等の循環型産業を振興」、「（3）裸足で歩け

る庄内海岸」の 3つを基本目標としています。

　近年、本県では、「使用済み瓦」のリサイクルを

進める取組みを行っています。この内容を紹介しま

す。

1　山形県の瓦事情

　山形県は、日本海に面する「庄内地域」のほか、

月山や羽黒山を有する出羽山地と奥羽山脈との間に

囲まれた「内陸の 3地域（村山地域・最上地域・置

賜地域）」があり、それぞれ異なる文化や方言を有

しています。本県の使用済み瓦は庄内地域で多く排

出され、その量は年間約 1 万 7 千トン（平成 26 年

度）と推計しています。

　庄内地域には産業廃棄物最終処分場がなく、埋立

処分する場合は、内陸部に運搬するため輸送費がか

かります。また再生利用の仕方の認知度が低く、不

適正な処理が行われやすい状況にあります。

　一方で、瓦の破砕物は、多孔質で保水性や透水性

を有するなどの特長を活かした再生利用が可能です。

　このため、廃棄物の発生抑制や処理費用の軽減の

観点から、「庄内地域で使用済み瓦が適正に利用さ

れる資源循環システム」を目標に、産業廃棄物税を

活用した事業を実施しています。

2　再生利用に向けた土台づくり

（1）再生利用基準の明確化

　コンクリートガラの再生利用や先行事例などを参

考にして、「瓦リサイクル推進の手引き（平成 29 年

6 月）」を作成しました。手引きでは、原料や釉薬

由来による有害物（鉛、ほう素、ふっ素）の測定、

針金等の異物除去といった品質の確保、利用用途に

応じた適切な粒度調整など、再生利用基準を示して

います。

  図 1  　瓦破砕物の特長

  図 2  　特長を活かした利用用途

（2）処理施設設置手続きの一部緩和

　本県では、指導要綱により産業廃棄物処理施設を

設置する際に事前協議制を導入し、原則として隣接

地や周辺住民への事前説明や同意取得を求めていま

す。このうち、知事が認める処理施設の場合は同意

取得を省略できることとしています。平成 29 年度

に、新たに「瓦の破砕施設で一定の粒度調整ができ

るもの」を対象に加え、使用済み瓦の処理施設を導

入しやすいようにしています。
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（3）県リサイクル認定製品への追加

　県産の良質なリサイクル製品を認定する「山形県

リサイクル認定製品」に、新たに「瓦再生砕石」の

区分を追加しました。令和 3年 10 月現在、「使用済

み瓦」由来の 3製品を認定しています。

3　継続した普及啓発活動の実施

　平成 29 年 8 月に、先進事例紹介などにより瓦リ

サイクルの普及を考える「瓦リサイクルシンポジウ

ム」を開催しました。その後も事例報告会や各種イ

ベントでパネル・瓦リサイクル製品の実物展示を実

施し、県民や事業者への啓発を継続的に行っていま

す。

  図 3  　瓦リサイクルシンポジウム（平成29年 8月）

　また、県ホームページに「瓦リサイクル情報サイ

ト」を開設し、情報発信を行っています。このサイ

トでは、使用済み瓦を用いた施工事例を用途毎に紹

介しています（令和 3 年 10 月現在 33 事例）。令和

2年 8 月には、これらをとりまとめた冊子版「山形

県瓦リサイクル事例集（第 1版）」を作成しました。

  図 5  　事例集（令和2年 8月）

　今年度は、県庄内総合支庁公式 Facebook での広

報を強化し、独自キャラクター目線での施工事例紹

介や啓発パネル展などの情報を発信しています。

4　県による実証試験

　再生利用に必要なデータの取得や検証を県が率先

して実施し、安全性や有効性の確認を行いました。

　県庄内総合支庁の玄関前に瓦を原料とした舗装や、

瓦破砕物を用いた庭園を設置し、来庁者にアピール

しています。この舗装や庭園を利用して、瓦リサイ

クル舗装とアスファルト舗装との表面温度の比較検

証や、庭園で瓦破砕物と砂利との表面温度の比較検

証を行い、いずれも温度上昇の抑制効果を確認しま

した。

　他にも、瓦を使用した水田暗渠材からの排水の水

質測定、瓦砂を用いたトウモロコシ栽培実験による

防草効果の検証、瓦再生砕石の骨材試験を行いまし

た。

　この結果は、「瓦リサイクル情報サイト」で公開

しています。
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  図 4  　リサイクル用途例
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  図 6  　山形県による実証試験の内容と結果

5　課題と今後の展開

　使用済み瓦のリサイクルについて、県民や事業者

の認知度の向上に向け、ハード・ソフト両面の体制

整備を進めてきました。町役場など公共施設での道

路舗装・周辺の被覆材への利用や、建築材への利用

が進むなど、一定の成果があるものの、資源循環シ

ステムの構築には今後の更なる需要拡大が求められ

ます。

　県内の使用済み瓦を排出する事業者は中小企業が

多く、事業者あたりの瓦破砕物の生産量は少ないこ

とが特徴です。また、破砕物の大きさも事業者によ

り様々であり、組織的な連携が十分ではなく、大規

模な需要に対し安定的に供給できないため、公共事

業に瓦再生砕石は利用されにくい状況です。

　引き続き、県民や事業者への瓦リサイクル製品の

啓発活動を通して需要拡大を図りながら、こうした

課題の解決に向けて取組みを進めていきます。

  表 1  　これまでの主な取組み内容

平成27年度 ・現況調査

平成28年度
・庁内瓦リサイクル推進プロジェクト会議（～平成29年度）
・実証試験～水田暗渠

平成29年度

・「瓦リサイクル推進の手引き」作成
・瓦リサイクルシンポジウム
・処理施設設置の手続き一部緩和
・実証試験～県有施設玄関前の舗装

平成30年度
・山形瓦リサイクル推進会議（産学官連携）（～令和2年度）
・事例報告会
・実証試験～防草効果実験

令和元年度

・県リサイクル認定製品に「瓦再生砕石」の区分追加
・実証試験～水田暗渠の水質試験（～令和2年度）、瓦再生砕石の物性試験
・庄内総合支庁に庭園設置
・「瓦再生砕石」が県土木関係設計単価に登載

令和2年度 ・「山形県瓦リサイクル事例集（第1版）」作成

令和3年度
・県内各地で啓発パネル展開催
・処理実態調査

山形県庄内総合支庁 Facebook 山形県「瓦リサイクル情報サイト」HP
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